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防衛 大学校 人権侵害裁判」
全国初の裁判 です。
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は、 防衛 省 の施 設機 関 で あ る `防 衛大 学校 'の 実態 を問
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2月 20日 (火 )福岡地方裁判所で、第 10回裁判があ
りました。被告は東京地方裁判所の一室にいて福岡地裁の
傍聴者がスクリーンで見ると言う形で進められました。
10回 目にして、ようやく被告が、現れたのです :

傍聴者は約80名 、傍聴席は満席になりました。
原告弁護± 3人・被告代理人 コ国・裁判長が、それぞれ、
スクリーンの中の被告に向かって質問を行いました。

☆☆今回初めて原告青年が原告席に !:
刑事告訴後に防大倶Jがまとめた調査報告書を今回原告側

が入手、提出しました。
この報告書の記述内容について裁半1の前半に原告側から

質問しました。
「カッタ‐く短艇)訓練の指導と称して同中隊 2学年全員に対し
空気持子の強要後、姿勢の崩れた者に対して、殴る蹴るの暴
行をおこなつた中隊学生長…とは、あなたですか ?」

K被告は

「はい」と認めました。

裁判の後半で原告青年の希望で急邊行つた質問があります。
「原告以外の学生に暴力を振るつたことは ?」

驚くことにK被告は

「記憶にありません」と答えました。

さすがに裁判官も

「記憶 に な い、の返答 で本 当に いいですか ?」

と確認され少しの沈黙後

「……記憶にありません」この矛盾は、K被告が全てを認
めて反省していないことが明白になつた瞬間でした。  .

彙 轟
K被告は 2大隊の中隊学生長

指導教官が推薦し、防大訓1練部長から指名

約 130名 を東ね学生合の運営を行なつたり、下級生の指

導を行う中心的な存在

飛 ば し と1よ、
ベッドやたんす等、私物をめちゃくちゃにする行為で、
K被告が「防大の悪しき伝統」と証言しました。片付

けに時間を要し、他人の時間を盗るのが本質ですの
で、実に悪質な行為一指導の本質から外れた単なる嫌
がらせ一といえます。

被告は、指導内査の `飛ばし'について
「自分もされてきたことだ」
と証言。しかも、原告に対して数回しかしたことを認め

ていません。また、

「指導教官が『原告を指導しておけ』と言つた」
とも証言しています。

原告弁護士からは、今回の指導は頻度について、
「異常な状態であった」

と指導教官が供述しているという報告がありました。

デ生必携には学生間指導で暴力を使つてはならないと
書いてあるにも関わらず、防大には `伝統的'に暴力があ
ることが明らかになり、防大自体が本音と建前で成り立つ
ていることを、K自身が証言しました。 
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今回、裁判を起こしたことにより、防大の暴力体質が少
しずつ明らかになってきました。

連綿と続く防大の暴力指導の実態を明らかにし、人権の
守られる大学にしていくために、教官の黒塗りの指導記録
の内容を明らかにしないといけません。

◆ ◆ 裁 判 後 の 報 告 会 に て ◆ ◆
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,◆バンフレッ ト販売開始 :◆◆

2月 4日  広範な国民連
合大牟田支部の大会があ り
ました。原告の母講演した内

輿ヴした警言寧ぎ電夕穐晶
で販売 しています。財政支援

詈ぎぞ慮振よ奮足恵ま写Fヽ

皆様、多大なるご支援ありがとうござしヽます。

たんぽぽ会員―同感謝申し上げます。これからも、
ご協力の程、宣しくお願いいたします。



傍聴者の感想

共に立ち向かおう  九州9条連 尾崎努

画面に映 し出された被告Kは、彼 らが行なつた残

忍で陰湿な嫌がらせと暴力から想像 していたのとは

違つていました。そして、平然と「悪 しき伝統Jだ

とか、「指導」によつて自分は成長 したと述べた。

原告同様に、ごく普通に高校を卒業 し、「人のため

に役に立ちたい」 との思いで防大の門をくぐつたで

あろ う青年が、上級生の特権を以つて暴力的に精

神・肉体を破壊・改造することを平然と行えるよう

になる。それは、防大=自 衛官の特異性だとい うこと

では済まされない深亥1な事態だと思 う。 80数名の

自衛官の自殺の背景に、このような病んだ倫理観が

日々作 り出されている。このような 「指導」を 「飾

(ふ るい)にかける」とい うらしいが、非常に嫌な

言葉である。「優生保護法」にも通じる、人間を箭に

かけると言 う風潮を常識化させてはならない。

そ して、防大の指導教官を庇 う役 目を負わされた

被告Kは、行為そのものについては 「感情的な指導

をした」とか、「刑事調書でそ う述べている」とまる

で他人事のように証言 し、謝罪の言葉 らしきものを

述べたが、心底反省 しているならば、真実を語るベ

きであると思 う。

4月 25日 は原告青年の証人尋問だ。彼 と共に立

ち向かわなければならない。

::口裁判 '08号室 (予定)

4月 25日 (ホ)'3時～10時

原 告 が 出 廷 し春 す JJ
(こ の日、報告会はありません)

福岡地裁 中央区城内 地下鉄赤坂下車徒歩5分

8092-781-3141

餘
広範な国民連合大牟田  樋 口 茂敏

2月 20日 の第 10回公判を傍聴させていただき

ました。この裁半」のことを知るようになって、それ

ほど時間が経つていませんので、裁判の争点や経過

について十分に把握 していなかったのですが、今回

の公判で少しばかり理解が進んだと思われます。乃

山さんから大牟田で報告 していただいたこともあつ

て、今日は県南から10名 ほどが参力日していたこと

も申し添えておきたいと思います。

被告の加害学生Kは、周到に回答の準備をしてい

たことは明白ですが、それでも証言の前にしばらく

沈黙の時間があつたのは、防大の教官との関係に関

る質問の時でした。また、被告の代理人、特に国の

代理人が、Kを突き放すような質問をした時には驚

かされましたが、そのことによつて、向こうの側の

戦術が見えてきたような気がします。つまりこの「事

件」を、一部の学生が防大の方針から逸脱 して暴走

したと、学生個人の責任 として終わらせる方針だと

思われます。本丸は防大、防衛省です。

私にできることは限られていますが、原告の思い

を一人でも多くの人に伝えていきたいと考えていま

す。

|,2回繊宇J 105号室 (予定)

4月2●日(ホ)10時～12時

'3時

ん]●時

元賄大生の被告4人が出廷し春すI

一裁判終了後一

報告会 福岡中部キリス ト教会

今回、両日とも、今までより小さめの部屋になりそうです。小さな法廷になればこそ、こんなに関心が

あるのに !を傍聴者の人数で訴えることが大切。是非このような場面こそ傍聴で共に闘つて下さい!!


